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に
点
近
1
d

そ
日
仙
の
判
泣
い
い
ず
れ
も
、
生
］
早
ベ
可
叶
訟
日
涼
1

供
中
て
Z
L
こ
r
k
z

ゲ
」
目
出
」
梓
引
役
京
わ
れ

す
一
一
口
へ
の
給
利
支
山
村
R

ワ
ロ
刊
杯
ん
n
へ
の
怖
此
ム
ヂ
ペ
山
が
違
反
r
t
h
Q
Y
し
て
組
合
に
不
当
利
ル
J

返
還
川
U
I
市
べ
一
を
、
当
日
の
iRい
に
明
治
乍
円
以
慣

三
日
ぷ
1
V

ナツわ町一で
7
H長
に
求
め
た

F
R訴
訟
の

帯に小川仰いずに

出
訴
誇
M
M
F

門出山
1

に
議
会
が
I
Jザ
小
守
利
引
L
A
還
請

一
山
号
え
I
T
J
f

ぺ一階繋
v

ニ
い
Q

J

2

口
同
古
川
及
の
川
例
は

M

d
が、

4
ー
一
互
－
品
に
一
。
い
く
は
、
円
民
訴
宇
品
川
即
日
ぺ
中
一
〔
一
あ
っ
て
も
お
会
の
権
利
吹
来
日
議
決
1
h
A
け
さ
れ
？
Q

L

t

る
流
れ
パ
J

て
き
つ
コ
あ
る
し
r

い

、
九
ト
？
っ

P

仙川
4
バ
ヤ
一
、
山
岳
凶
火
山
、
安
塚
山
事
件
判
民
以
来
、
楕
利
放
宋
に
係
F
Q
J
f

－A示
日
議
以
枠
日

な
わ
ち
祉
制
攻
雫
心
主
廿
仇
は
ら
叫
ム
百
の

4
来
的
枠
限
で
あ
る
と
μ

づ
っ
品
、
半
一

J

抗
議
叫
が
芝
斗
権
心
主
民
品
川
と
山
令

U
花
性

ruめ
て
、
ぎ
た

4t心
限
界
が
め
る
と
の
は
料
JJf
ボ
／
て
き
た
ム
パ

、JJ
一：ご「タヨ、い

じ
一
l

／
ζ
l
j

一

い
か
な
A
V

川崎ハ日
t

議
会
心
及
普
慌
の
1
r
抗
市
町
が
討
め
ら
れ
る
？
に
つ
い
と
は
明
採
な

3

て
お

1
7
J
、
こ
れ

f
h
y
！

j
hぱ
h
J
h
M
句
ペ
ノ
、

士
一
に
～
送
法
判
断
ぷ
一

λ

さ
れ
た
釈
測
は
な
い
一

J
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詳
記
は
伶
注
す
る
が
、
住
民
古
川
、
山
の
託
求
に
一
時
る
権
利
政
科
〈
L

仙
け
じ
川
町
一
一
河
こ
す
る
二
一
－
は
で
き
」
ぽ
い
と
あ
ろ
う
に
判
決
も
古
今
て

い史、ノr
一

一一
H
t
Z可
決
河
決

Jこ
の
一
町
七
つ
に
判
引
に

l
で
、
誌
伏
の
及
￥
信
市
川
逸
列
。
蒋
阿
川
D
m
刊
誌
芝
山
μ
り
げ
た
こ

J一
ば
迎
切
で
丸
る
こ
川
口
γ

わ
れ
る
J
L

九j
v

ン
な
が
ら
、
主
判
長
が
不
刊
誌
と
ん
と
ん
吋
誌
と
判
断
、
と
ん
こ
と
に
は
荒
川
AJ
あ
る
；
ト
判
J
、
に
ゆ
い
て
前
会
に
ほ
ぼ
i

吋一見限定｛
J
及
「
与
が
認
め
ら
れ

ムV

｝l
｝1
｝L
ゆっ↑戸、り
ρ
山、

い
か
な
れ
O

場
ん
に
議
決
が
弐
平
桂
川
辺
氏
魚
川
と
z
か
る
ん
J

U

7
ぺ
明
認
一
戸
｛
ど
の
？
？
人
前
で
あ
ツ
｛
っ
こ
れ
を
明
確
化
ぜ
る

に
は
、
前
提
と

J

て
、
権
利
以
主
に
係
四
9
1
1
た
の
枠
阪
お
I
び
そ
心
11ム
山
性
仲
村
ど
か
右
山
治
決
心
吋
治
力

h
に
活
切
に
日
同
一
一
づ
け
る
五
更
ポ
凶
る

ーし

R
わ
れ
る
、
」

柿
利
放
れ
ど
係
る
地
力
公
共
凶
体
内
山
円
柱
限
心
川
在
hpl

堆
認
し
、
説
会
r

円十
4
f
Q
A惟
限
の
時
疋
1
1
｝
試
与
る

よ
J

続
い
て

e

之
の
権
限
－
n
同
！
日
古
川
所
f
p
u
r－
ふ
る
悶
係
、

υ
っ
か
や
4
6
滑
づ
る
こ
T

1

1
の
倍
、
説
会
に
ワ
え
り
h
J
h
l

一
杯
阪
の
法
的
什
情

し
た
か
コ
て
、

C
T
で
は
三
ヂ
！

ケ一則
J

－U
J

に
す
匂

一一｝

C
f
も
、
〈
心
仲
間
行
快
心
限
界
」
刊
誌
咽
じ
る
一
一
間
一

そ
L
て
長
後
三
本
引
い
は
ヰ
振
り
古
川

J

、
℃
心
思
表
乙
川
阿
川
巳
r
t

戸
、
つ
い
マ
之
官
べ
一
f
h

お
わ
り
に

誌；，：二 fよるλ J）損害賠fニ＂＂＇て~拐 G) 九除

比
惜
利
放
ム
な
に
係
る
議
会
の
稔
限

地
？
川
三
一
旧
弘
、
以
下
ム
い
「
い
す
る
一

有
明
（
門
り
は
も
議
人
一
品
幻
記
決
平
－
4
nら

っ
こ
1

て

法山伴
u
J
L
〈
は
こ
れ
に
北
一
三
、
政
へ
H
リ
え
は
条

九
什
グ
パ

例
に
特
別
の
ぺ
ぬ
け
陀
が
あ

Z
叫
ん
n

i

九日
1

く
ほ
刀
、
権
利
を
位
、
采
F
y
d
こ

dk
み
〆
一
定
め
る
太
判
L

バ
は
こ
の
刻
↓
ι
i
t

根
拠
に
、
一
地
方
公
共
一
回
告
の
栓

利
の
欣
祥
一
に
つ
い
て
は
、
民
行
機
山
少
、
あ
る
地
方
公
片
付
山
司
勺
長
で
は
な
く
、
一
誠
九
五
の
誌
仏
に
る
べ
き
L

こ
九
円
令
、
ニ

L
た〕

f
、
一
一
利
政
米

は
、
良
心
村
山
H
一
什
九
日
立
〈
目
当
有
一
一
沼
ご
字

J

る
乙
川
判
ヘ
さ
れ
た
υ

｛二
ζ

旬
、
木
判
伐
に
よ
る
と
詩
人
ム
は
単
独
J

、
出
方
公
共
一
円
告
の
宅
引
い
の
政
主

土
決
定
三
こ
れ
を
執
f
で
き
7

？
い
ラ
一
一
と
に
な
る

υ

か
ご
は
が
フ
、
こ
り
で
つ
三
鮮
収
足
市
力
l
尚
一
八
日
に
－
元
川
町
コ
れ
た
権
限
υ

作
品
に
廿
致
し
て
い
な
い
で
あ
？
ー
土
ず
、
一
示
会
け
該
決
を
以
て

怜
利
い
は
棄
と
は
、
枠
利
？
叩
に
小
J
h－
仰
の
状
壱
円
以
一
円
J
こ
と
で
は
μ
一
／
＼
お

一
O
一

久
山
！
？
八
団
体
の
」
山
川
凶
＋
ヘ
不
に
よ
り
梓
利
ど
対
句
は
く
れ
減
ざ
山
げ
る
こ
し
を
い
う
b

治
方
公
犬
団
体
の
し

ιー
は
、
市
市
松
／
勺
楼
問
が
ナ
ハ
示
そ
り
似

の
戟
汗
i

行
為
十
行
っ
て
は

ν
め
て
汁
外
山
効
り
い
か
発
！
？
る
れ

中川
Z
J

に
恒
引
ι
民
主
ぺ
付
帯
ぃ
パ
さ
れ
る
も
貯
ト
一
る
の
は
血
切
て
ば
L

吐い
乙
－
が
う

F

、
一
誠
た
の
己
一
品
川
、
事
団
体
寄
J4Eの
去
ボ
戸
お
と
み
な
す
こ
〉
は
で
さ
ず
、

議
会
わ
一
方
か
一
に
ふ
り
第
一
円
に
株
利
H

以来〔い
J
P
J
E去
－
小
が
店
主
札
九
一
考
え
る
ご
と
は
て
お
き
な
い

（！メ人比主手、 cs'1 21s: 21c '20凶＼.c. 
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地
方
公
比
一
出
r

引
の
有
ず
る
衿
引
い
ピ
校
た
す
る
か
示
日
一
ん
ぱ
ん
J

u

古
川
川
リ
山
に
が
一
市
会
っ
誌
決
め
み
に
－
F

J

ょ
う
心
ふ
れ
る
一
｝
す
る
わ
主
耳
切
む
は

な
、
似
に
ふ
う
で
あ
る
こ
イ
れ
ば
、
長
は
一
点

A1v権
利
政
科
〈
ん
J

u

古
川
川
リ
山
に
古
外
部
に
丘
小
す
る
ピ
レ
げ
の
特
混
〕
か
れ
旬
ご
は
、
工
」
こ
に
な
る
小
、

出
刀
ー
一
治
が
に
司
、
工
、
ー
の
よ
ろ
注
株
円
心
配
分
は
と
さ
れ
て
い
な
い
。
千
件
に
ヵ
い
て
問
担
と
な
コ
に
慣
害
賠
出
品
求
権
等
口
「
伶
権

は
迎
方

ど
十
ハ
日
比
い
｛
J

「
阪
高
一
ど
め
る

江
戸
二
七
条

境
、
日
炉
、
渋

同
九
A
K！
パ
「
ケ
は
「
U
Vぺ
崖

ι
取
得
、

hk却
し
、
北
ひ
処
分
一
？
る
こ
と

〆
一
長
引

J

旧
日
伴
事
務
｝
ノ
て
い
る
汁
伍
征
く
肘
去
三
月
減
さ
せ
る
権
利
ι
民
主
ば
処
ヘ
刀
」
に
台
三
れ
な
い
と

ぞ
果
、
川
一
地
刀
公
共
同
体
刀
防
烹
に
問
↑
る

事
例
で
あ
る
い
μ
ぃ
、
権
利
放
土
も
ま
一
一
片
は
良
心
梓
院
に
偏
す
る
し
い
ろ
く
交
で
あ
？
一
ノ

J

J

た
が
っ
て
、
バ
は
休
利
ι以
来
刀
λ

山
吉
川
い
土
日
不
十
」
ず

ヲ
匂
の
山
町
げ
ゆ
っ
ず
、

こ
の
よ
づ
土
、
権
利
放
常
ず
る
日
汗
hr

～
つ
い
て
の
決
定
権
が
長
に
あ
る
と
何
ム
る
こ
μ

一
ば
、
法

k
六
条

T~ 

J
U

え
よ
り
議
、
A

片山
γ

崎
山
作

A
J
7』
り

h
J
て
い
る
こ
と
と
し
r
h
q
L一
な
い
じ
法
九
六
条
一
明
汗
サ
に
ね
什
つ
れ
た
一
棋
会
の
議
決
事
F
中
は
い

乙
さ
れ
て
る
が
、

7

こ
に
は
長

た
め
心
非
品
日
J
D
A
一
円
ま
れ
て
v

で
あ
る

γり、

「＼什
h

こい《ノ一一品
y
r仏
J
弘
士
J

ワ
戸
、
之
、
れ
に

i
ず

ザ

心

V
r
k

、

L
了
小
っ
て
設
へ
ハ
は
、
長
が
格
引
い
Y
一
放
幸
子
る
に
あ
り
、
そ
の
前

持
一
市
民
汁
こ

ν
て
川
尚
之
／
｝
与
え
る
持
収
を

μ
Fる
w

と一

以
ー
の
よ
λ

に
、
ム
喧
利
抗
訟
は
」
一
附
誌
の
誠
決
心
八
一
ド
よ
〉
て
以
さ
れ
／
＆
の
℃
日
な
し

培
利
政
ぜ
す
る
か
片
か
を
け
犯
科
目

J

に
江
定
1

1

1

り
H
山

unuJr
外
部
に
丘
ぶ
す
る
の
は
長
で
な
の
る
一
誠
九
品
心
1Jt

防
法
は
町
長
引
ユ
ヰ
込
町
利
を
仇
禁
ず
か
に
主

yvブ
ロ
ピ
ス
に
お
い
J

欠
く
一
、
ニ
の
で
き
ヘ
色
、
d

川
部
日

山

R
決
定
へ
の
同
ワ
注
の
と
去
る
〕

権
問
校
友
レ
｝
件
い
足
訴
訟
心
関
係

。
上
う
に
、
権
利
放
去
に
係
る
権
限
が
示
全
乙
買
に
ト
J
え
う
れ
f
い
わ
ν
と
し
て
も
、
件
い
い
同
一
出
訟
が
ほ
担
さ

k
r
l…地入
u
に
、
心
v
i
A
2
J
J
4口
口
詰
点

に
M
m
A
V
惟
刊
に
コ
い
て
も
ま
さ
よ
れ
つ
の
佐
限
は
殺
持
さ
れ
る
L

考
え
る
六
き
で
あ
今
っ
か

の
片
同
っ
き
、
住
民
訴
訟
の
請
求
円
以
内
る
枠
利
幻
杭
棄
は

切
で
さ
な
い
と

r令
出
川
一
ケ
品
求
下
心
判
例
ぷ
あ
匂
〔
」
！
府
間
凶
閃
よ
ヘ
心
半
川
什

十
ポ
ド
主
午
T
こ

お
い
て
、
朱
例
に
茶
ゴ
く
た
放
に
上
り
村
山
行
戦
日
心
同
州
市
「
胎
皆
同
日
什
日
係
る
伎
務
ほ
免
除
さ
れ
る

中
九
千
J

～
m
h

侍
づ
一
削
で
は
み
♂
る
が
、
議
ム
デ

A

日
比
詳
一
訟
の
〕
円
い
的
の
安
打
叫
を
妨
げ
る
べ
ぐ
L
U九
、
条

') 
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、l
J

に
志
づ
き
損
害
賠
償
に
京
司
令
活
以
内
了
一
枚
た
す
る
な
ど
の
対
抗
出
戸
を
点
ず
る
て
－
は
、
住
民
訴
川
氏
宗
門
は
の
お
行
ド
ー
は
ィ
ょ
う
じ
れ
な
い

ー〕
I
J

店
子
山
川
町
出
十
円
J

Fヘ
地
裁
判
決
は
、
口
氏
訴
訟
l
f
h
t
／
伐
に
代
位
請
求
の
け
円
心
不
乙
vFて
た
掠
午
門
町
民
請
求
楳
を
紋
呉
ア
る
ご
こ
は
住
民
訴
訟
カ

山W
M号（投己口よか
h

史
hU
什
る
崎
京
ー
と
し
d
h
o
f
｝と、

J
J
託
事
刊
手
応
接
七
六
条

羽
を
類
抵
抗
泊
店
一
？
る
と
民
代
位
者
と
阜
ム
V

期
五
公
民
間
体
が
伺
雪
山
償

j

旧
求
権
↓
μ
V
L
札

W
…主一一よ
U
F

）
し
し
に
よ
り
代
枚

3
た
る
付
民
り
代
作
権
少
一
妨
げ
る

芝
山
が
活
法
と
な
る
も
刀
て
ぱ
な
し
：
｝
古
学
げ
て
、
椿
利
投
来
心
＝
叫
h
l
小
主
制
ー
効
と

J

たじ

一
と
は
認
め
ら
れ
む
い
－

τr、
権
利
政
菜
の
示
決
に
と
し
も
さ
て
八
三
λ

〈r

士
一
、
、
長
一
店
心
、
J

泣
に
は
、
判
川
ノ
寸
旧

thtお
い

V

八
川
拘
／
仁
、
京
判
叶
が
下

三
－
義
務
つ
日
判
札
口
t
k
F
J
る
権
利
投
宋
ば

住
「
よ
訴
訟
制
改
心
陸
旨
二
店
人
ず
る
ら
ん
め
訂
さ
れ
な
い

し
か
し
な
日
J

一
、
供
二
仕
長
雨
ぷ
係
岳
山
町
、
巾

J

該
靖
求
二
日
刊
る
栓
刊
刊
と

こ
ニ
が
で
き
工
い
；
「
れ
は
、
日
泊
よ
J
え
っ
札
九
一
作

利
拍
車
係
る
梓
限
ぷ
裁
判
主
涌
じ
て
剥
奪
さ
礼
る
乙
〆
一
二
げ
泊
三
し

体
心
寸
♂
ノ
工
、
権
利
校
荒
川
d
I
子
心
一
読
ん
μ
円
以
主
に
J

る
よ
り
f

さ
れ
と
い
る
か
ら
、
比
一
川
町
は
、
そ
れ
ら

な
さ
れ
こ
か
さ
づ
い
や
判
断
一
：
ω桂
川
間
し
】
U
特
に
な
v

と
い
う
べ
き
で
会
る
生
見

」引ルノ件判

υ伴ハ
γ
～
役
む
ま
に
、
一
同
は
で
あ
る
と
考
℃
b
れ
る
ι

古
十
、
議
決
こ
よ
ぺ

叫
訟
の
恥
一
旨
は
、
こ
れ
を
ほ
え
る
J
h

の
と
は
、
小
ー
し

誌；，：二 fよるλ J）損害賠fニ＂＂＇て~拐 G) 九除

て山旭川
h
dト
バ
山
市
川
市
－
さ
れ
k
レ
f
L
t
へ
誠
決
心
拍
子
山
ハ
ィ
は
か
ぶ
た
さ
れ
る
こ
に
に
ぼ
立
ム
な
し
で
あ
ろ
う

体
か
に
、
J

引
鴨
川
川
リ
政
需
が
、
附
さ
れ
会
と
甫
り
に
｝
jpp

民
訴
〈
一
山
が
で
却
さ
れ
l

L

L
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ぷ
件
心
よ
う
に
営
、
必
作
叩
リ
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「
ざ
わ
、
引
詳
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に
お
い
て
も
主
仏
判
官
が
な
さ
い
れ
る
」
」
士
別
／
J

N

C

い
に
住
民
の
慨
干
コ
「
わ
ば
、
地
点
公
H
ハ
巳
い
引
に
常
利
放
禁
の
住
川
町
う
あ
る
こ

山
町
て
あ
る
刀
も
れ
J

よ
い
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レ
な
が
ら
、
｛
民
訴
訟
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請
求
に
荒
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Q

舟
訓
い
で
あ
勺
て
も
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の
章
氏
で
、
れ
に
い
い
門
訴
芯
÷
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刊
欣
民
、
い
円

J

士
山
ず
引
の
関
連
で
あ
る
え
い
え
、
ラ
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0

し
に
が
二
、
古
判
氏
が
、

ル
い
に
ハ
訴
訟
mv
」党
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れ
た
か

つ
と
い
；
て
、
件
ん

ω
代
表
て
あ
る
湘
J
J
公
共
同
し
乞
日
誌
へ
口
が
そ
の
キ
米
の
権
限
に
苓
づ
い
て
住
民
訴
八
げ
に
汚
け
る
州
別
市
な
品
求
に
反
L
た日時

点
、
に
山
山
る
と
が
で
一
、
妨
げ

J

れ
る
、
き
る
の
で
は
な
い
一
と
刊
不
？
ぞ
い
七
の
は
一
定

5
で
あ
る
そ
の
う
え
仁
、
問
日
と
す
べ
き
は
、

不
判
決
心

ょ
っ
円
住
民

J

品川
1
L

古
川
泣
す
る
H
い
い
的
て
な
さ
れ
ん
川
ユ
城
山
ば
士
州
、
？
と
し
ろ
よ
と
で
あ
る
c

の
議
決
の
伝
的
性
格

喧
一
一
、
川
守
に
】
d
る
一
（
げ
が
平
日
引
で
梓
利
放
荒
ι
ど
な
す
に
は

渋
司
五
し
く
は
；
札
い
志
っ
く
政
今
又
同
条
例
ド
非
引
の
定
め
」
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、
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日
目
必
交
で
あ
る
こ
さ
れ
る
υ

何
が
ん
ば
点
一

唱
］
）
失
一
羽
山
内
寸
、

品市円
7A地
方
山
午
、
間
半
杭
〉
長
は
、
諸
税
に
コ
、
4

て
政
令
〉
定
め
る
日
、
し
J
r

に
、
士
、

ト
U

一乙アり川相
R
U
M
P
－ι
、
忍
行
刊
山
口
五
カ
班
長
JF
はい「
l
d
v
h
明
以
唯
一
い
係
る
伝
統
市
川
免
徐
を

F
Oニ
ニ
カ
で
き
る

f
t
｝
れ
を
一
三
け
て
司
氏
治
行
λ

つい

条
の
じ
む
一
羽
二
「
債
持
汗
が
主
在
刀
又
μ
山
、
れ
に
を
い
日
仏
栄

L
r

い
う
豆
本
ピ
定
め
て
い

F

ゾ
パ
「
て
つ
な
！
疋
め
つ
》
？
な
ρ
場
品
、
一
三
准
利
政

菜
に
店
、
一
設
会
川
二
訴
さ
が
立
主
L

三一
V
U
句
、
、
心
境
ム
、
議
ム
ム
山
山
山
占
に
議
決
～
P

J

る
こ
と
か
一
町
、
き
る
の
て
あ
う
っ
し

法
上
日
叫
ん
条
瓜
一
サ
に
ば
別
人
の
限
定
要
日
戸
加
し
い
に
町
、
議
会
の
議
決
は
以
則
と

J

て
川
市
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

建
か
に
、
詠

会
心
一
点
ム
ペ
は
u
r
i
p
い
l
る
権
利
以
主
引
法
件
と

J

て
手
続
的
に
は
小
一
打
欠
と
ば
あ
ム
V
U、
ふ
れ
日
よ
ノ
一
L

治
方
公
司
団
体
心
ノ
門
戸
O
J

る
梓
利
が
校
全
さ

L
h
d
っ
？
と
士
宮
、

2
1
A
O
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J
7
f
j
i
J
j
i
y
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J
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〔
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7
J
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議
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出
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4
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に
じ
ん
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さ
引
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山
J
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岐
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、
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5
1

け
が
望

t
L
い
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さ
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る
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L
れ
な
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J

L
r
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が
ら
、
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h
v
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吉
弘
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枠
一
刊
い
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u
菜
乙
L
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出
か
b
の
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捉
L

ん
る
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一
今
市
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て
あ
り
、
て
品
八
山
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一
誌
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よ
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に

U
九
叶
条
一
晴
、

決
U
J
持
つ
治
的
自
誌
を
礼
治
点
、
す
こ
と
心

J

る
で
め
ろ
ぷ

l

ま
ず
、
株
刊
民
主
、
日
品
川
仁
川
広
、
共
同
拾
の
財
政
に
b

て一事
lr
川口
f
rわ
ぬ
で
あ
る
r

L
己

町
、
性
別
ョ
ム
ル
一
政
烹
す
る
前
の
状
虫
、
ず
な
わ
ふ
憤
拍
子
ケ
行
什
中
よ
ず
一
」
L
h
J
A
有
L
1
L
る
状
的
ム
ド

J
L虎
f

｝
さ
れ
、
そ
二
て
長
に
守
の
伝
的
制
約
ー
も
諜

さ
れ
て
い
な
い
｝
乙
が
前
提
、
｝
y

了
八
る
の
に
出
疑
川
町

4

が
あ
今
一
h

m

川f
、
条
二
羽
は
、

出
辺
地
点
公
月
間
北
の
い
店
、
生
註
に
つ
い
て
以
／
川

の
定
め
る
〆
一
二
ろ
に
、
と
ノ
、
そ
の
官
旬
、
強
制
折
山
什
Z

L

U

川浩二｝の
F
い
へ
ぞ
止
び
い
は
J
V
Z
L

に
印
刷
｛
し
必
h
k
k
措
置
を
日
入
な
け
れ
ば
と
J

な
い

こ
え
ー
を

八日｝吟る

三

hv
、
辿
方
公
共
川
体
が
け
百
六
一
凡
を
有
す
る
場
人
口
、
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は
そ
れ
を
し
♂
令

ν
限
立
こ
芯
誌
結
石
一
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つ
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長
人
J
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っ
て
い
ァ
ハ
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侵
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保
全
・
取
心
て
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え
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条
一
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一
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め
っ
一
れ
七
議
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の
議
決
は
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そ
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表
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を
免
除
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と

L
つ
民
的
性
格
も
ど
れ
1

古
る
こ
と
に
な
る
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つ
王
、
＼
誌
へ
口
リ
リ
市
決
に
ふ
コ
」
初
め
て
一
一
は
表
務
む
と
免
れ
？
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日
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よ
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に
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全
収
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に
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刀
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ほ
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が
あ
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れ
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h
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八
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佐
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右
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て
る
こ
と
が
、
治
方
一
Upr凡
引
の
－
峠
則
人
v

の
で
ぬ
る

一品九
U

も
ま
た
ら
む
同
則
の
ド
i
p

の
ο
、
去
の
伎
俳
保
へ
干
取
リ
↓
て
表
務
免
除
の
司
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ュ
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権
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｛
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l
L

社
主
は
M
W
引
と
1

、
て
ー
一
に
「
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で
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に
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一
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川
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古
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L
L
亡
い
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t
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川
r
V
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に
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か
円
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な
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〉
訟
に
が
立
れ
一
い
代
れ
，
Q
公
益
ん
ヤ
一
荒
川
、
と
な
け
れ
ば
議
決
に
ヘ
ロ
叩
仁
川
川
町
内
凶
戸
あ
令
乙
泣
い
プ
た
い
と
あ
F

子
つ
。

う
に
一
誠
決
は
原
刈

J
T
て
r
一
一
ー
い
刊
で
は
な
く
そ
、
に
は
人
門
迎
」
白
川
刊
が
必
中
？
と
あ
ふ

析
が
て
の
よ
ろ
な
ふ
品
川
に
当
た
る
か
の
判
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は
設
会
一
半
、
叫
に
委
ね
つ
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
カ
な
い
川
、
山
で
J

M
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に
公
益
に
む
？
な
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説
会
ワ
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点
、
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仇
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円
ノ
h
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れ
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三
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A
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揺
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1
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叫
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1
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楽
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引
決
す
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わ
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布
川
氏
は
、
ふ
刊
日
前
点
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裁
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絡
む
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活
用
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判
U
M」
i
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、
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川
悦
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か
ん
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に
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ノ
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と
っ
ψ

℃
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に
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談
会
心
一
廿
決
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尊
重
…
E
れ
と
ぺ
ぎ
て
あ
る
が
に
判
伏
！
μ
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一
主
主
三
い
司
令
一
山
う
に
、
ヲ
デ
れ
は
良
品
去
る

h
理
的
刊
戸
川
一
で
な
げ
れ
ば
な
コ
な

ぜ
そ
れ
ゆ
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、
京
判
、
什
は
、
お
U
へ
の
手
杭
口
人
件
。
っ
す
、
瓜
宗
門
一
判
断
追
犯
に
却
し
て
読
ふ
品
、
川
辺
市
川
J

し
審
査
ケ

J

べ
女
で
あ
っ
？
と
川
出
わ
れ
る
仁

お
わ
り

μ

木
川
氏
戸
、
梓
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常
に
係
F
Q
読
会
一
U
1
1
渋
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裁
量
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幻
逸
脱
品
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ゅ
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川
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一
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、
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－
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梓
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と
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